
自 至

指 定 管 理 者 評 価 表

施 設 名 山陽小野田市宿泊研修施設きらら交流館

指 定 管 理 者 富士商株式会社

指 定 期 間 H29.4.1 H31.3.31 指 定 期 間 2.0 年

評 価 対 象 年 度 平成29年度 施 設 所 管 課 社会教育課

指 定 管 理 料 29,230,342 円 税込み 評 価 年 月 日 平成３０年 ６月２９日

利 用 料 金 制 度 有 ア ン ケ ー ト 実施

選 定 方 法 公募 単 独 指 定 回 数

項 目 評 価 コ メ ン ト 欄

管
理
運
営
の
状
況

開館日数及び開館時間は適切か 3 条例どおり開館を行っている。

保守管理業務は適切に行われたか 3 営繕担当者が常駐しているため、トラブルへの対応が早い。

清掃業務は適切に行われたか 3 清掃業務は、適切に行われており、館内は清潔さが保たれている。

保安警備業務は適切に行われたか 3 機械警備業務は、適切に行われている。

外構や植栽等の管理は適切に行われたか 3 花壇をよく整備し、来客者の目を楽しませているほか、植栽の剪定に力を入れている。

事故、苦情及び緊急時の対応は適切であったか 3 事故等発生時には、速やかに対応を行っている。

事故、苦情及び緊急時の市への連絡は適切であったか 3 事故等発生時には、速やかに報告が行われている。

個人情報の管理は適切か 3 受付名簿等個人情報が含まれているものは適切に管理されている

現金の管理は適切か 3 現金は、速やかに銀行に預けている。また、内部監査により現金・書類の照合を行っている。

減免申請に対する取り扱いは適正か 3 本市の減免規則に沿った取扱いを行っている。

修繕は適切に行われたか 3 修繕の必要な箇所について、速やかに対応している。

各種報告書等は遅滞なく提出されたか 3 遅滞なく提出されている。

人
員
配
置
等

人員配置は適切か 3 別①に詳細を記入してください

必要な有資格者は適切に配置されているか 3 防火管理、救命講習等の資格者を年々増やしている。

労働条件は適切か 3

職員の資質向上を図る取組（職員研修）は適切に行われたか 3 館の運営方針を共有するための研修、不当要求対応の研修を行っている。

事
業
実
施

事業計画どおりに事業が実施されたか 3 計画通りに事業が行われている。

講座やイベントは満足できる内容であったか 3 ガラス展のプレイベントを行ったほか、研修施設にふさわしい講座に取り組んでいる。

施設の設置目的に沿った自主事業を行ったか 3 きらら交流館まつりなど利用者増につながる事業を行っている。

サ
ー
ビ
ス
向
上

アンケート等により利用者ニーズの把握に努めているか 3 アンケートを実施し、利用者へ回答も行っている。

利用者の苦情・要望を反映させる取組を行っているか 3 要望の多い風呂の備品を随時更新する等ニーズに対応している。

接客態度は良いか 3 きらら交流館マニュアルを作成し、接客態度の向上に努めている。

ＨＰ等による広報活動は効果的に行われたか 3 HPを刷新し、大変分かりやすい仕様になっているほか、ＦＢも行っている。

特定の利用者を有利又は不利に扱っていないか 3 利用者全体に対して、サービスが向上している。

利用者の満足度は高いか 3 高い接客レベルと様々なサービスによりリピーターが増加している。

利用者サービスの向上を図る取組は行われたか 3 セット券、レノファを絡めたサービス等様々なサービスを実施している。

利
用

状
況

利用状況はどうか（前年及び計画との比較） 別②に詳細を記入してください

利用者増加のための取組をしたか 3 セット券、レノファを絡めたサービス等様々なサービスを実施している。

支出の状況はどうか（前年及び計画との比較）

収支の状況はどうか（支出超過になっていないか）

収入増加の取組は行われたか 3 セット券、レノファを絡めたサービス等様々なサービスを実施している。

経費節減の取組は行われたか 2 一部を除いて、おおむね前年比減となっている。

小計 86

収
支
状
況

収入の状況はどうか（前年及び計画との比較）

別③に詳細を記入してください
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別①（人員配置について）

別②（利用状況について） 単位：人・件

別③（収入状況） 単位：円

別③（支出状況） 単位：円

前 年 度
　総括責任者（館長）　１名　常勤スタッフ　１名　サービススタッフ８名

　業務委託セキュリティスタッフ２名　レストラン職員１０名

平成29年度 山陽小野田市宿泊研修施設きらら交流館

計 画
　総括責任者（館長）　１名　常勤スタッフ２名　サービススタッフ７名

　業務委託セキュリティスタッフ２名　レストラン職員１０名

実 績
　総括責任者（館長）　１名　常勤スタッフ２名　サービススタッフ７名

　業務委託セキュリティスタッフ２名　レストラン職員１０名

内 訳 H27 実 績 H28 実 績 H29 計 画 H29 実 績

研修室（件数） 1,100 1,040 1,410 1,001

宿泊室（部屋数） 1,137 1,162 1,470 886

浴室（人） 85,485 87,307 79,300 88,611

利用評価

3
合 計 87,722 89,509 82,180 90,498

備
考

評価

収 入 H27 実 績 H28 実 績 H29 計 画 H29 実 績

指定管理料 25,238,587 25,238,587 27,065,132 27,065,134

利用料金 46,210,568 43,922,327 40,800,400 42,991,123

雑収入等 51,472,562 54,803,910 55,918,736 52,265,083

収入評価

0
合 計 122,921,717 123,964,824 123,784,268 122,321,340

備
考

評価

支 出 H27 実 績 H28 実 績 H29 計 画 H29 実 績

人件費 41,031,699 40,637,086 40,446,000 40,355,645

需用費 32,899,196 33,397,717 33,975,600 34,130,180

施設管理維持費 16,839,547 16,770,922 17,338,000 15,997,522

原材料費 23,885,228 24,713,187 23,852,000 24,352,266 支出評価 収支評価

その他 7,356,035 7,071,876 8,172,668 7,311,264
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合 計 122,011,705 122,590,788 123,784,268 122,146,877

備
考

評価

総合評価
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特記事項

利益率＝収入実績÷支出実績

特に評価される点

　・HPが刷新されて、交流館の情報はもとより、CCZエリアのイベント情報等が分かりやすく掲載されており、周辺も
　　含めた集客増につながる取組だと評価される。
　・「きらら交流館マニュアル」により、全体の接客レベルが向上し、更に高いサービスが提供されている。
　・練習後のレノファの選手が交流館を利用したり、またＤＡＺＮに加入してレノファの試合を大型テレビで流したり、
　　レノファの勝ち点分のポイントをつけるなど、レノファとの連携を積極的に行い利用者増に努めている。
　・ポイント５倍デー等を設けるなど入浴客を増やす工夫に取り組み、実際に成果をあげている。

改 善 す べ き 点 　

そ の 他

　・浴室ボイラー関係、空調を中心に老朽化が顕著であるため、速やかに大規模改修を行う必要がある。
　・宿泊の設備面については、洗面所にお湯が出ない、テレビがない、またはあってもブラウン管テレビのまま
　　であるなど利用者の満足を得られない点がある。
　・昨年、近くに廉価で食事等のサービスが充実したビジネスホテルがオープンしたため、それまで交流館を利用
　　していた団体が、そちらを利用されることが増え、宿泊者が減少している。
・交流館を今後どのように活用していくか、風呂、宿泊、食事、研修といったこれまでの機能の見直しが必要となって

いる。
　

　

山陽小野田市宿泊研修施設きらら交
流館

平成29年度

評価基準 利用状況及び収入状況について

基準 点数 基準 点数

該当なし - 該当なし -
計画を大きく下回っている

0
前年度実績≧実績　かつ　計画＞実績 0

期待する水準を大きく下回っている 前年度実績＜実績 1
達成度イメージ　60％未満 計画≦実績 2
一部分を除き事業計画どおりである

1
前年度実績＜実績　かつ　計画≦実績 3

一部分を除き期待する水準どおりである
達成度イメージ　60％～79％

支出状況について
ほぼ事業計画どおりである

2ほぼ期待する水準どおりである 基準 点数

達成度イメージ　80％～99％ 該当なし -
事業計画どおりである

3
前年度実績≦実績　かつ　計画＜実績 0

期待する水準どおりである 前年度実績＞実績 1
達成度イメージ　100％以上 計画≧実績 2

前年度実績＞実績　かつ　計画≧実績 3

収支状況について

利益率 点数
0.6未満 0

1以上 4

0.6～0.7未満 1
0.7～0.9未満 2
0.9～1未満 3
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山陽小野田市宿泊研修施設きらら交流館の指定管理者を募集します。  

 

１ 対象施設の概要 

（１）名称  

   山陽小野田市宿泊研修施設きらら交流館 

（２）所在地  

   山陽小野田市大字小野田５８４番地９ 

（３）施設の設置目的、役割等 

   きらら交流館は、焼野海岸及び竜王山の一体整備（Ｃ．Ｃ．Ｚ．

整備計画）における主要施設のひとつで、宿泊研修、野外活動等を

通じての学習の場、ふれあい・交流の場などの提供を目的とする生

涯学習施設です。 

（４）施設規模・施設の主な内容 

  ①完成年度 平成１３年４月竣工 

  ②建築面積 １，５０７㎡ 

  ③延床面積 ２，５８４㎡ 

④建築構造 鉄筋コンクリート造り ２階建て 

⑤施設の内容 

１階・事務室 

・大研修室（定員１５０人） 

・研修室１（定員３６人 洋室タイプ） 

・研修室２ (１８畳 和室タイプ） 

・調理実習室（調理台５台） 

・展示ホール 

・レストラン・売店ほか 

     ２階 宿泊施設 

・和室７人部屋 ７部屋 

・洋室６人部屋 ２部屋、洋室４人部屋 ２部屋 

・浴室（準天然トロン温泉、サウナ・露天風呂併設） 

・休憩室、談話室ほか 

その他 駐車場 ５８台（内５台‥‥障がい者用） 

   ※ 配置は別添配置図のとおり 
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（５）施設の利用状況 

①利用者数状況 

                           単位：人  

区 分 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

研修室 ２７，８４５ ２５，５７６ ２７，９６５ 

宿泊室 ４，４４７ ４，３３４ ３，４５１ 

浴 室 ８５，４８５ ８７，３０７ ８８，６１１ 

    

 

②利用料金の状況  

                     単位：千円（税抜き）  

区 分 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

研修室 １，８２７ １，７３０ １，６５５ 

宿泊室 ７，３１９ ６，９４９ ５，５７８ 

浴 室 ３１，８３１ ３１，２１２ ３１，３１０ 

    

 

２ 応募資格         

 次の要件を満たす法人その他の団体で指定期間中、安全かつ円滑に施

設の管理運営を行うことができるもの。ただし、応募時までに市内の団

体であること。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。  

（２）市から指名停止措置を受けていないこと。 

（３）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続、民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続、会社更生

法（平成１５年法律第１５４号）に基づく会社更生手続又は会社法

（平成１７年法律第８６号）に基づく特別清算の開始の申立てを受

けていないこと、若しくは自ら申立てを行っていないこと、又はこ

れらの手続を行っていないこと。 

（４）市税を滞納していないこと。 

（５）山陽小野田市暴力団排除条例（平成２３年山陽小野田市条例第１
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８号）第２条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当し

ていないこと。  

（６）共同体においては、その構成員のいずれもが、この公募において

他の共同体の構成員又は他の応募者でないこと。  

（７）施設管理にあたって、資格・免許等が必要な場合は、その資格・

免許等を有していること。 

 

３ 指定管理者が行う管理の基準 

（１）関係法令の遵守及び施設の事業目的に沿った管理を行うこと。 

（２）施設設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。 

（３）施設管理に係る情報は市に準じた開示を行うこと。 

（４）業務に関連して取得した利用者等の個人に関する情報を適正に 

  取り扱うこと。 

 ※ 管理の基準に関する詳細事項は、協議の上、協定で定めます。  

 

４ 指定管理者の業務等 

（１）施設の維持管理に関する業務 

（２）施設の使用許可に関する業務 

（３）次の事業の企画及び実施に関する業務 

①研修会、講習会等及びそれらの場の提供に関すること。 

② 宿泊研修及び①の事業に伴う宿泊及びその他の宿泊に関すること。 

③公衆浴場に関すること。 

④レストラン及び売店に関すること。 

⑤その他利用者等への接客に関すること。 

⑥①から⑤に掲げるもののほか、施設の設置目的を達成するため

に必要なこと。 

 ※ 詳細については、仕様書に従い実施するものとします。 

 

５ 指定期間 

  平成３１年４月１日から平成３３年３月３１日までの２年間とします。 

  ※なお、管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を

取り消すことがあります。 
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６ 提出書類 

  申請にあたり、以下の書類を教育委員会に提出していただきます。  

  なお、教育委員会が必要と認める場合は、追加資料の提出を求める 

 ことがあります。 

（１）指定管理者指定申請書（様式第１号） 

（２）事業計画書 

仕様書及び利用料金並びに指定管理料に基づいて事業計画を策定

してください。 

  ①施設の管理運営方針 

   ②業務計画書（年度ごと、全体） 

  ③収支計画書（年度ごと、合計） 

  ④指定管理料（年度ごと、合計） 

  ⑤管理運営体制（組織図、職員･従業員等雇用計画書、勤務体制）  

  ⑥応募理由、自己ＰＲ、その他特記事項 

（３）応募の資格及び要件に関する書類 

①法人等概要書（登記事項証明書、直近２か年度の事業及び決算報告書、

役員名簿等） 

②団体の構成員名簿等、状況がわかるもの（非法人の場合） 

③２の(7)に掲げる応募資格に掲げる資格を有することがわかるもの 

④市税等の公金の滞納がないことを調査することに同意する書類 

（４）団体等の定款、寄付行為、規約、設置要綱その他これらに類する

書類   

（５）過去の管理実績がわかる書類（該当があれば） 

①類似施設等管理運営実績表 

②過去に指定管理者の指定を受けたことがある団体は、その実績が

わかる書類 

（６）その他、教育委員会が必要と認める書類 

※申請に当たって提出していただく書類は、原則として山陽小野田市

情報公開条例による情報公開の対象となります（ただし、山陽小野田

市情報公開条例第９条各号に定める非公開情報に該当するものを除き

ます。）。 
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７ 利用料金及び指定管理料 

（１）利用料金  

  ① 指定管理者は、利用料金及び売上金等を自らの収入として収受

し、施設の管理運営に要する経費に充てることとします。 

  ② 利用料金の額及び減額又は免除については、山陽小野田市宿泊

研修施設きらら交流館条例によるものとします。 

（２）指定管理料  

  ① 市は指定管理者に対し、施設の管理運営費に充てるため、会計 

   年度ごとに、指定管理料を支払います。 

    指定管理料は、54,130,264 円（税抜き額：消費税及び地方消

費税は当該時点の税率を加算する）を基準額とします。 

                          （単位：円） 

年度 平成３１年度 平成３２年度 

指定管理料 

基 準 額 
27,065,132 27,065,132 

   ＊税抜き額：消費税及び地方消費税については、当該時点の税率を加算します。 

       

② 指定管理料の額は、指定管理業務に係る経費の支出見込額から

収入見込額を差し引いた額とし、公募の際に指定管理者から提示

された金額と上記①で示した基準額を基に、市と指定管理者で別

途協議の上、定めます。 

  ③ 指定管理料は、災害の発生など特別な場合を除き、原則として

変更しません。 

  ④ 指定管理者の経営努力により生じた利益は、原則として指定管

理者の利益とします。  

 

８ 質問事項の受付 

  募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

（１）受付期間  

   平成３０年１０月９日（火）から１０月１９日（金）午後５時まで  

（２）受付方法  
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   別紙２「質問票」に記入の上、教育委員会事務局社会教育課にフ

ァックス、郵送又は電子メールで提出してください。「質問票」を提

出された場合は、必ず同課に着信確認を行ってください。 

（３）回答方法  

   平成３０年１０月２９日（月）から教育委員会事務局社会教育課

で回答書を配布します。 

 ※ 再質問は１０月２９日（月）当日に限り受け付けます。 

９ 現地説明会の実施 

  現地説明会を次のとおり開催します。参加を希望される場合は、別

紙３「現地説明会参加申込書」に必要事項を記入の上、１０月１９日

（金）までに山陽小野田市教育委員会事務局社会教育課へ提出してく

ださい。 

（１）開催日時  

   平成３０年１０月２２日（月）午後２時から２時間程度 

（２）開催場所  

   山陽小野田市宿泊研修施設きらら交流館 

   （山陽小野田市大字小野田５８４番地９） 

 

10 募集要項の配布場所及び申請書の提出方法 

（１）配布場所・提出先  

   山陽小野田市教育委員会事務局社会教育課 

   〒756-8601 山陽小野田市日の出１－１－１ 

   TEL（0836）82-1204  FAX（0836）84-8691 

 ※ 募集要項及び仕様書はホームページからダウンロードできます。 

   http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/ 

（２）提出方法  

   書留郵便又は持参  

 ※ 上記以外の方法（例：普通郵便 電子メール ファックス） 

  での提出は認めません。 

（３）配布・提出期間  

   平成３０年１０月１日(月)から１０月３１日(水)までの午前８時

３０分から午後５時１５分までとします。ただし、土・日・祭日を
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除きます。 

 ※ 書留郵便の場合は最終日の午後５時１５分までに必着のこと。 

（４）提出部数  

   正本１部及び副本８部 

 ※ 教育委員会が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めること 

  があります。 

（５）辞退について  

   申請書提出後、選定委員会の開催までに辞退する場合は、辞退届

を教育委員会に提出してください。  

11 選定方法 

  指定管理者選定委員会において、各委員が選定基準に沿って、そ 

 れぞれ審査した評点の合計が最も高い申請者を指定管理者候補者と 

 して選定します。 

 

12 申請に要する経費 

  申請に要する経費等はすべて申請者の負担とします。 

 

13 無効又は失効 

  次の事項に該当する場合は、無効又は失効となります。 

（１）申請書の提出先、提出方法、提出期限が守られなかった場合 

（２）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

（３）申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合 

（４）虚偽の内容が記載されている場合 

（５）その他選定委員会で協議した結果、審査を行うのに不適当と認め

られる場合 

 

14 選定委員会 

  平成３０年１１月１２日（月）に実施します。（予定） 

  当日は申請団体にプレゼンテーションを行っていただきます。 

15 選定結果の通知 

  結果については、各申請者に文書で通知します。 
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16 指定管理者の決定及び指定管理料 

（１）指定管理者は、山陽小野田市議会の議決により決定（指定）しま

す。 

（２）議決後に市と指定管理者との間で協定を締結します。 

（３）指定管理者の決定後に辞退する場合は、それにより生じた市の損

害の全部又は一部を賠償していただきます。  

 

17 その他 

（１）既定の様式は、別添のとおりです。 

（２）提出書類は、お返ししません。 

（３）提出書類は、選定協議の目的に使用する場合に限り複写します。 

（４）提出書類は、情報公開の請求により開示する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ■問合せ先  

  山陽小野田市教育委員会事務局社会教育課  

【担当者 西村】  

  （山陽小野田市日の出一丁目１番１号）  
 

■ TEL 0836－ 82－ 1204 

 

■ FAX 0836－ 84－ 8691 
 
 ■メール  

  shakyo@city.sanyo-onoda.lg.jp 

 
 ■山陽小野田市ホームページ  
  http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/ 
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１ 管理運営する施設の概要 

 (1) 名  称 

   「山陽小野田市宿泊研修施設きらら交流館」（以下「きらら交流館」という。） 

(2) 所在地 

山陽小野田市大字小野田５８４番地９ 

(3) 規  模 

   建物 宿泊研修施設  ２，５８４㎡ 

       施設の内訳 

・事務室       ５０㎡ 

・研修室      ３５７㎡ 

・宿泊室      ３６７㎡ 

・浴 室      １９９㎡ 

・レストラン    ２０１㎡ 

・展示ホール等 １，４１０㎡ 

(4) その他主な施設  

機械室・電気室 

  ※配置は別添配置図のとおり 

   

２ 指定管理者の指定の期間 

   平成３１年４月１日から平成３３年３月３１日までの２年間。 

  ※管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消すことがある。 

 

３ 指定管理者が行う管理運営に関する基本的な考え方 

(1) 施設設置の目的と理念 

   きらら交流館は、焼野海岸と竜王山公園の一体整備（C．C．Z．整備計画）によ

り建てた施設で、宿泊研修、野外活動などを通じた学習やふれあい、交流の場を提

供する施設である。したがって、誰にも開かれた施設として運営すること。 

   また、宿泊研修を通して規律ある生活態度や自主性・協調性を養い、友愛、奉仕

の精神を学び、豊かな人間性を培うよう努めること。 

 

 (2) 管理運営に関する基本的な考え方 

本業務は、山陽小野田市宿泊研修施設きらら交流館条例等関係法令を遵守し、き

らら交流館の施設の目的に沿って管理運営を行うこと。 

①  施設の目的に則した管理運営の実現に向けて、最大限努力すること。 

②  公の施設であることを常に念頭において、利用者に対し公正公平な管理運営

を行うこと。また、正当な理由がない限り、施設の利用を拒まないこと。 

③  利用者本位の運営を行い、利用者の意見や要望を反映させること。 

④  利用者の安全を確保し、災害時、緊急時に備えた危機管理を徹底すること。 

⑤  施設の利用促進を積極的に図るとともに、サービスの向上に努め、利用者が

快適に施設を利用できるよう、円滑かつ適切な管理運営を行うこと。 

⑥  環境負荷の低減と施設の保全に努め、運営費の縮減に努めること。 

⑦  施設管理に係る情報の開示は、市に準じて行うこと。 

⑧  個人情報保護を徹底すること。 
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⑨  指定管理者は、業務を一括して第三者に再委託しないこと。一部の業務を第

三者に委託する場合は、教育委員会の承認を得て行うこと。 

 

４ 法令の遵守  

  きらら交流館の管理運営にあたっては、本仕様書のほか、条例等関係法令及び別

に定める協定書を遵守し、きらら交流館の設置目的に沿って管理運営すること。 

※主要な関係法令等 

  ・地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

・山陽小野田市宿泊研修施設きらら交流館条例（平成１７年条例第１８４号） 

  ・山陽小野田市宿泊研修施設きらら交流館条例施行規則（平成１７年教育委員会

規則第３３号） 

  ・山陽小野田市宿泊研修施設きらら交流館使用料減免等に関する規則（平成１７

年規則第１７７号） 

・個人情報保護法（平成１５年法律第５７号） 

  ・山陽小野田市個人情報保護条例（平成１７年条例第９号） 

  ・山陽小野田市情報公開条例（平成１７年条例第８号）  

  ・山陽小野田市財務規則（平成１７年規則第５２号） 

  ・山陽小野田市指定管理者指定手続条例（平成１７年条例第２２６号） 

  ・旅館業法（昭和２３年法律第１３８号） 

  ・食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号） 

  ・公衆浴場法（昭和２３年法律第１３９号） 

※ 関係法令等に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。 

 

５ 管理運営に関する基準 

(1) 休館日 

山陽小野田市宿泊研修施設きらら交流館条例施行規則第２条のとおり、毎週月 

曜日とすること。ただし、その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日とする

こと。 

(2) 開館時間 

   山陽小野田市宿泊研修施設きらら交流館条例施行規則第３条のとおり、午前９時

から午後１０時までとすること。 

  ※上記(1)及び(2)について、指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委

員会の承認を得て変更できること。 

  ※災害等により臨時休業する場合は、事前に教育委員会と協議し告知すること。 

(3) 入館料 

無料とすること。 

(4) 利用料金 

 ① 別紙１「利用料金関係一覧」の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て利用料

金を定め、徴収すること。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。  

② 施設及び付属設備の利用料金の減額又は免除の決定は、山陽小野田市宿泊研修
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施設きらら交流館使用料減免等に関する規則に基づいて行うこと。 

③ 新たに減免の基準を設ける場合は、事前に市と協議し承認を得なけなければな

らないこと。 

(5) 利用料金の徴収事務  

    取扱時間：利用者の入場時随時  

① 指定管理者が定める利用料金を徴収すること。      

② 使用許可証を交付すること。  

  ③ 利用料金の取扱いについては、指定管理者の定めるところによる。  

(6) 使用の制限 

 ① 指定管理者は、教育委員会が必要と認める場合を除き、きらら交流館をその目

的以外に使用しないこと。 

② 教育委員会の承認なしに、施設の設備及び備品を第三者に譲渡し、転貸し、又 

は貸借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定しないこと。 

③ 次に該当する場合は、きらら交流館の使用を許可しないこと。 

  ア 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。 

     例示：暴力団の構成員等他人に不快感を与えるおそれがある者 

        騒音の発生、暴力行為等他人に迷惑な行動をする者 

  イ きらら交流館の建物若しくは附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあ

ると認めるとき。 

ウ きらら交流館の管理上支障があると認められるとき。 

   例示：感染性疾患にかかっている者 

      指定管理者の許可なく物品の販売又は宣伝を行う者 

  エ その他利用上不適当と認めるとき。 

(7) 施設の使用許可 

    指定管理者は、施設の使用の許可権を有する者として、使用内容がきらら交

流館の施設の目的に沿ったものであることを確認するとともに、使用の公正公

平を確保すること。 

①  利用者の受付等 

  ② 施設の使用許可及び利用料金の徴収 

  ③ 施設の使用方法の説明 

   

６ 管理運営に必要な体制づくり 

 指定管理者は、管理運営業務を実施するにあたり、利用者へのサービスの向上及

び安全確保を図り、業務に支障なく対応できる人員を配置すること。また、教育委

員会担当職員との連絡を密にし、速やかに事務処理を行うこと。 

(1) 総括責任者について 

    管理運営業務全般の責任者として、総括責任者を置くこと。 

(2) きらら交流館は、ＡＥＤ設置救急ステーション認定施設のため、次の認定要件

を満たす体制を速やかに整えること。 

(ｱ) 上級救命講習修了者が１名以上いること。 

(ｲ) 普通救命講習又はその他の応急救護講習の修了者を、全従業員の７０％
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（夜間営業中は、勤務者の５０％以上）確保していること。 

(ｳ) 年一回以上、救急訓練を実施していること。 

(3) 従事者について 

 新たに雇用する従事者は、地元を優先すること。 

(4) 従事者の心得 

① 穏やかな物腰、言葉遣いで、利用者に印象良く対応すること。 

②  利用者の安全に配慮し、事故が起こったときは迅速に対応すること。 

③ 観光案内、施設に対する問い合わせに適切に対応できる知識の習得等自己研

鑽に努めること。 

(5) 従事者についての留意事項 

 ① 従事者の名簿を教育委員会に提出すること。従事者に異動があった場合も同

   様とする。 

③ 従事者の勤務体制は、施設の管理運営に支障が生じないよう配慮し、従事者 

が負傷、疾病その他の理由により支障が生じる場合は、速やかに交代要員を確

 保すること。 

④ 従事者の労務管理、安全衛生管理等については、関係法令を遵守し、適切に行 

うこと。 

⑤ 従事者の資質を高めるため、施設の管理運営に必要な知識及び技術を習得させ 

る研修等の実施に努めること。 

⑥ 服務規律について、従事者に十分に教育を施すこと。 

   

７ 業務概要 

 (1) 施設設備の維持管理  

  ① きらら交流館敷地内に存する全ての施設設備を維持管理するとともに、効率

的な運営を図り、環境負荷を低減させること。  

※詳細は、別紙２「維持管理及び保守業務の基準」並びに別紙３「施設概要」を

参照のこと。 

  ② 保守管理及び修繕に必要な知識、技術又は資格を有していない場合は、教育

委員会の承認を得て、その一部を専門業者に委託する等して、機能及び清潔の

保持に努めること。   

③ 施設設備を維持管理するため、下記の資格保有者を最低限配置すること。  

    ○ 防火管理者 １名  

   ア 保守管理及び点検  

    ・ 施設内の設備については、法令に基づいた点検、適切な維持管理及び故

     障の際の修理を行うこと。  

    ・ 保守点検に際し必要な消耗品、作業費等一切の費用は、指定管理者が 

負担すること。  

      建物の不具合、雨漏り、壁のひび割れ、付帯設備の故障等、施設に重大

な不具合が発生したときは、速やかに教育委員会に報告すること。 

    イ 清掃  
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      常に快適な環境を保つため、法令等を遵守し、日常清掃及び定期清掃、

     消毒等を組み合わせて、これを適切に行うこと。  

   ウ 施設、備品等の修繕（１０万円以下（消費税及び地方消費税を含む。）の

ものを除く。）は、教育委員会と協議した上で行うこと。なお、１０万円以

下（消費税及び地方消費税を含む。）の修繕を行った場合、教育委員会に報

告すること。 

    エ その他 

     消耗材料等の購入、在庫管理、契約締結等全ての事務を行うこと。  

 ④ 備品台帳を整備し、備品の保守管理を行うこと。購入及び廃棄等備品の異動に

ついては教育委員会と協議した上で行うこと。 

(2) 施設及び附属設備の使用許可等 

   条例第５条及び第８条の規定によること。 

① 施設及び附属設備の使用許可等 

② 使用許可証の交付 

③ 利用料金の徴収 

④ 施設の使用方法の説明 

⑤ 使用対象者 

    ア 宿泊研修、野外活動等を通じた学習の場、ふれあい・交流の場として利用す

る者。 

イ ア以外の目的のために利用する者。（宿泊の許可は、アに掲げる者を優先す

ること。） 

(3) 接客業務 

  ① 利用者対応 

   ア 来館者等の窓口対応、館内案内 

   イ 利用者の施設使用受付、電話・インターネット対応 

   ウ 施設からの退去命令 

エ 観光案内等の各種問い合わせへの対応 

   オ 負傷者、急病人への対応 

カ 年少者、高齢者、障がい者等の弱者への配慮 

キ 災害時における避難誘導等の対応  

ク ホームページの更新 

   ケ その他施設利用サービスの提供（許可に基づく売店、自動販売機での物品

の販売を含む。）    

② トラブル等への対応 

   ア トラブル、苦情及び要望等は、迅速かつ適切に処理すること。  

   イ 施設に関する重要な要望、指定管理者への要望、重大な苦情等は、速やか

に教育委員会に報告すること。 

   ウ 転倒等の事故及び盗難等の事件の未然防止を図ること。  

(4) 誘客宣伝業務 

時機に応じた誘客宣伝活動を行うこと。  

①  ポスター、チラシ、リーフレット等の作成及び配布 
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②  報道機関への積極的な情報提供 

③  ホームページの作成及び更新（市のホームページにリンクさせること。）  

④  類似施設のチラシ配置、ポスター掲示等、ＰＲの相互協力 

⑤  利用者アンケート等の実施 

利用者の意見や要望等を把握し、施設の管理運営に反映させるための利用者

アンケート等の実施。 

(5) 危機管理業務  

  ① 災害、事故又は事件の発生等により、非常、緊急、不慮、不測の事態が起こ

った場合は、速やかに適切な措置を講じた上で、遅滞なく教育委員会その他関

係機関に通報すること。 

   ア 火災、事故等の緊急時における利用者の避難誘導及び関係機関（警   

    察署、消防署等）への通報 

   イ 停電時等における施設機能の早期復旧 

   ウ その他利用者に対する万全な対応 

② 災害に備え、予防対策を講じること。  

   ア 危機管理体制を構築、対応マニュアルの作成、災害時の対応訓練の実施  

   イ 監督官庁から指摘があった場合は、ただちに改善すること。  

  ③ 常に来館者を確認し、不審者等の早期発見に努めること。また、館内外を随

時巡回し、事故等の未然防止及び施設の不備の発見に努めること。 

(6) 環境衛生業務  

  ① 市が「山陽小野田市率先実行計画」を定め、環境改善活動、エコロジー活動

等に取り組んでいることから、それに準じた取り組みの実施 

② 利用者に対し、館内飲食禁止及びごみ持ち帰りを周知徹底する等、衛生環境

の確保 

③ 常に快適な環境を保つため、法令等を遵守し、日常清掃及び定期清掃の適切 

な実施 

④ きらら交流館から排出されるごみの、事業所ごみとしての指定管理者による 

適正処理 

⑤ 駐車場入口の侵入防止のチェーンの管理 

(7) 金銭管理、経理事務  

  ①利用料金  

   ア つり銭、両替用金銭の用意  

   イ 利用料金の徴収及び日計等統計資料の作成  

   ウ レストラン、売店等の売上金の適正処理  

  ②経理 

   ア 公共料金、物品購入、役務の対価の支払い等、施設の管理運営に要する 

    経費の支払い  

   イ 収支計算等の経理  

 (8) 地域の活性化につながる事業等の実施  

  ① 公の施設の趣旨を生かした新たな事業を指定管理者が独自に立案実施 
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  ② 地域交流等を通じた地域活性化事業の実施 

 (9) 事業報告等業務  

  ① 月次業務報告を毎月終了後１０日以内に教育委員会に提出 

  ② 各事業年度の報告書を事業年度の終了後６０日以内に教育委員会に提出 

  ③ 教育委員会が必要に応じて求める報告、実地調査、指示への適格な対応 

     

８ 経 理 

 (1) 指定管理者の収入 

  ① 指定管理料 

  ② 利用料金 

   ③ 売上金 

   ④ 自主事業による収入 

(2) 指定管理者の負担 

  ① 人件費（従業員の給料、交通費等） 

  ② 業務管理費（業務全般の総合調整に関する経費、従業員の福利厚生費等） 

  ③ 事業費（広告、自主事業に係る経費） 

  ④ 一般管理費（法定福利費等） 

⑤ 施設費（消耗品、光熱水費、燃料費、印刷製本費、通信運搬費、保守点検費等） 

⑥ 自動販売機等の設置に係る本市行政財産使用料 

⑦ 保険料（利用者の疾病・傷害等に対する保険） 

⑧ 公租公課（事業所税等） 

(3) 経理について 

指定管理業務の経費及び収入は、指定管理者が行う他の事業と区別すること。  

  

(4) 決算報告 

    法人の決算書及び関係書類を毎事業年度終了後６０日以内に、教育委員会に

提出すること。 

９ 業務実施に関する留意事項 

指定管理者が施設の管理運営に関し、規定、要領等を別に定める場合は、あらか

じめ教育委員会と協議して行うこと。なお、各種規定を定めない場合は、市及び教

育委員会の諸規定に準じて業務を実施すること。 

 

10 情報の取扱いに関する留意事項 

 (1) 個人情報の取扱い  

① 業務上知り得た個人情報は、山陽小野田市個人情報保護法により適正に取り

扱うこと。指定管理者でなくなった後も同様とする。 

② 個人情報の開示等、情報の保護及び管理、情報漏えい時の公表等に関する事

項については、協定に定めるところにより遵守すること。 

 

(2) 情報の公開 



  9 

  公の施設の管理運営であることを十分に認識し、その管理運営の透明性を高め

るよう努めること。 

 (3) 文書管理  

  ① 管理運営に当たり、作成し又は取得した文書等を適正に管理、保存すること。 

  ② 管理運営に関する帳票及び経理関係書類を整備し、指定期間満了の日から５

年間保存すること。 

(4) 守秘義務 

   管理運営に際し、知り得た情報を第三者に漏らし、又は自己の利益のために使

用してはならない。従事者及び指定管理期間満了後も同様とする。 

 

11 備品の帰属 

  市は現に所有する備品を、指定管理者に無償で貸与する。指定管理期間中に指定

管理者が購入した備品は、市の所有とする。ただし、これにより難い場合は、教育

委員会の承認を得て指定管理者の所有物とすることができる。 

 

12 指定管理者に対する監督 

 (1) 監督 

   教育委員会は、指定管理者による管理運営の適正を期するため、指定管理者に

対し、報告を求め、実地に調査し、又は指示することができる。 

(2) 指定の取消等 

  ① 指定管理者が倒産した場合、指定管理者の財務状況が著しく悪化した場合又は

指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難になった場合は、教育

委員会は指定を取り消すことができる。指定管理者は、これにより生じた損害を

市に賠償するものとする。 

② 指定管理者が教育委員会の指示に従わないときは、その指定を取り消し、又は

期間を定めて管理運営業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

③  天災その他の不可抗力により業務の継続が困難になった場合には、教育委員会

と協議すること。 

④ 前記③のほか、事業の継続が困難になった場合の対応については、双方が誠意

を持って協議し、決定する。 

 (3) 監査 

   市の監査委員等が市の事務を監査する上で必要があると認めるときは、教育委

員会は帳簿書類その他の記録を提出させ、並びに、監査委員会への出席を求め、

及び実地に調査することができる。 

 

13 事業評価  

 (1) 事業評価 

   教育委員会は、指定期間中に提出された報告書等に基づき、事業評価を実施す

る。 

(2) 是正勧告  
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   事業評価の結果、指定管理者の業務が仕様書等を満たしていないと判断したと

きは是正を求め、なお改善がみられないときは、教育委員会は、指定管理料の支

払いを停止し、若しくは支払額の減額をし、又は指定管理者の指定を取り消すこ

とができる。  

 

14 管理運営業務に要する費用及び危険負担の範囲  

 (1) 市が負担する範囲  

  ① 施設の大規模修繕に要する経費  

  ② 施設の増改築に要する経費  

  ③ 業務内容の変更に要する経費 

 (2)  指定管理者が負担する範囲  

①  管理運営業務に関し、経費が収入を上回った場合の経費と収入の差額 

②  施設及び設備の補修に要する経費（１件１０万円以下で年間１２０万円（消費

  税及び地方消費税を含む。）までとする。） 

③  施設及び設備の保守点検に必要なお消耗品、作業費等一切の費用 

④  利用者及び第三者に損害を与えた場合の別紙４リスク分担表に基づく賠償額。

  なお、市が加入する「全国市長会市民総合賠償補償保険」（以下「市民総合賠

  償補償保険」という。）から保険金の給付を受けられる場合がある。 

⑤  指定管理者が施設内で独自の事業を実施したことにより生じた賠償責任は、 

  「市民総合賠償補償保険」の給付対象外となるために、別に適切な保険に加入 

するために要する保険料 

⑥  その他、施設の管理運営に伴うリスク分担については、別紙４「リスク分担

  表」の定めるところによる。 

 

15 業務の引継ぎ  

 (1) 協定の締結後、速やかに業務の引継を行うこと。  

 (2) 引継に要した費用は、指定管理者が負担すること。  

 (3) 指定期間の終了若しくは指定の取消により、次の指定管理者に業務を引き継ぐ

際は、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要な資料を提供すること。  

 

16 協定の締結  

  議会が指定管理者を指定した後、教育委員会と指定管理者は、申請の際に提出さ

れた書類等を基に、業務を実施するために必要となる詳細事項を確認し、協定を締

結する。  

 (1) 協定に定める事項  

① 事業計画に関する事項  

② 市が支払う管理運営費用に関する事項  

  ③ 管理運営業務により取得した個人情報の保護に関する事項  

④  事業報告に関する事項  

⑤  その他必要と認められる事項  
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17 その他 

 (1) 指定管理業務以外の目的できらら交流館を使用する場合の取り扱い 

    自動販売機等を設置する場合は、市の「行政財産の目的外使用許可に係る自

動販売機の設置及び使用料等の取り扱い基準」に基づき、年度ごとに教育委員

会の許可を受けること。なお、施設の増改築はできないとともに、設置に係る

費用は指定管理者が負担し、売上金は指定管理者の収入とする。 

 (2) この仕様書に定めのない事項並びに指定管理者の業務の内容及び処理に関し疑 

義が生じた場合は、教育委員会と指定管理者が誠意を持って協議し、決定するも

   のとする。  



〔仕様書〕別紙１－１ 
 

利 用 料 金 関 係 一 覧 

 
 山陽小野田市宿泊研修施設きらら交流館条例に基づく施設使用料 
 

            きらら交流館使用料表        （単位：円） 

種 別 

金       額        

午前９時から 
正午まで 

正午から  
午後５時まで 

午後５時から 

午後１０時まで 

大 研 修 室 

        2,700 4,860 6,480 

映像設備を使用する場合は、１回につき 2,160 円の使用

料を加算して徴収する。 

研 修 室 １ 860 1,080 1,620 

研 修 室 ２ 860           1,080          1,620 

調理実習室 860 1,080 1,620 

展示ホール 430 540 810 

宿 泊 室 １時間につき  320  

備考  ※金額は消費税及び地方消費税を含む：但し、税率は８％ 

    ※なお、平成 31 年 10月以降の 

１ 映像設備については、午前 9時から正午まで、正午から午後 5 時まで及び午後 5時か

ら午後 10時までをそれぞれ 1回とする。 

２ ２ 宿泊室については、宿泊を伴わない使用の場合に徴収する。（宿泊を伴わない宿泊室

の使用は、午前 10 時から午後 5 時までとする。）使用時間に 1 時間未満の端数が生じ

たときは、１時間に切り上げとする。 

 ３ 次の各号に掲げる場合（宿泊室を除く。）は、定額に当該各号に定める額を加算して

徴収する。 

(1) 入場料等の徴収額が 510 円以下の場合は定額の２倍の額 

(2) 入場料等の徴収額が 510 円を超える場合は定額の３倍の額 

(3) 入場料等を徴収しないで商業宣伝等（招待券の発行を含む。）を行う場合は定額の 

２倍の額 

(4)  物品を販売する場合は定額の５倍の額 

※入場料等は使用者がイベント等を行う場合における入場料等である。 

４ 使用時間が時間区分帯の欄の時間に満たないときの使用料は、時間区分帯の欄の使用

料を徴収する。 
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           きらら交流館浴室使用料表         （単位：円） 

区    分 
金     額 

大人(中学生以上) 小人（小学生） 小学生未満 

宿泊をしない者 

１回につき     510 

ただし、竜王山公園オ

ートキャンプ場の利用

者（サイト又はトレー

ラーハウスを使用する

ものに限る。）は、半

額とする。 

1回につき     250 

ただし、竜王山公園オ

ートキャンプ場の利用

者（サイト又はトレー

ラーハウスを使用する

ものに限る。）は、半

額とする。 

無料  

ただし、保護者同

伴でない場合は、

小人と同様とす

る。 

 

 

 

 

 

 回数券 12 枚つづり 

5,100 

回数券 12 枚つづり 

2,500 

宿泊する者 無料 

備考  ※金額は消費税及び地方消費税を含む：但し、税率は８％ 

    

ア 第４条第２号に規定する宿泊  

           きらら交流館宿泊室使用料表         （単位：円） 

区    分 金     額（1 室 1泊） 

洋 室                          5,400 

和 室 7,560 

備考  ※金額は消費税及び地方消費税を含む：但し、税率は８％ 

     

イ 第４条第３号に規定する宿泊 

きらら交流館宿泊室使用料表         （単位：円） 

区    分 金     額（１人１泊） 

洋室及び和室 

１人１室利用 5,400 

２人１室利用 4,320 

３人以上１室利用 3,240 

備考  ※金額は消費税及び地方消費税を含む：但し、税率は８％ 
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           きらら交流館冷暖房使用料表      （単位：円） 

種 別 
金     額（１時間につき）        

冷  房 暖  房 

大 研 修 室 970 640 

研 修 室 １ 270 160 

研 修 室 ２ 270 160 

調理実習室 270                160 

宿泊室 270 160 

備考  ※金額は消費税及び地方消費税を含む：但し、税率は８％ 

     

１ 使用時間に 1時間未満が生じたときは、1 時間に切り上げて徴収する。 

２ 宿泊室については、宿泊を伴わない使用の場合に徴収する。 
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維 持 管 理 及 び 保 守 業 務 の 基 準 

 

■保守業務項目 ○は、法定資格者による点検 

対象施設等 管理項目 頻度 備考 

温泉施設 

 

機器保守管理点検 毎日 

入浴業務に支障

をきたさぬよう

に 

消耗品補充、備品管理 随時 

換水作業、浴槽清掃 週１回 

水質検査 月１回 

活性石洗浄 年２回 

配管洗浄、ボイラー点検 

純水器交換 
年１回 

オゾン発生装置点検 ３年ごと 

機械警備設備 
保守点検、施錠解錠 随時 

 
緊急連絡対応 緊急連絡時 

照明器具類 保守点検、交換 随時 外灯含む 

自動ドア 保守点検 随時  

昇降機 保守点検 月１回 法定点検 

空調設備、放送設備 保守点検 随時  

○消防設備 

○機器点検 年２回 法定点検 

○総合点検 年１回 法定点検 

○点検報告書 年１回 消防署に提出 

○自家用電気工作物 ○保安点検 ２ヶ月に１回 法定点検 

自家発電機 

試運転、燃料管理 

バッテリー点検 
２ヶ月に１回程度 台風などの停電

時に対応 
オイル交換 ２年に１回 

○浄化槽 

○機器点検・清掃 年１回以上 法定点検 

○水質検査 年１回以上 法定検査 

○汚泥引抜等の清掃 年１回以上 法定業務 

 

■維持管理業務項目 

対象施設等 管理項目 頻度 備考 

浴室 巡回点検 １時間ごと 
 

清潔さを維持 

整理整頓 

 

浴室、休憩室、ラウンジ 

ホール、トイレ 
清掃 毎日 

研修室、調理実習室 

宿泊室 

清掃 使用の都度 

ガラス窓清掃 年２回程度 

倉庫 清掃 随時 整理整頓 

館外 
巡回点検、清掃 毎日 

美観を維持 
草刈、樹木剪定 随時 

駐車場 違法駐車の排除など 随時  

土嚢（災害対策） 管理、補充 災害時  
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施 設 概 要 
1 施設構成 

施  設 付 属 設 備 

受付 ・電話機子機 ・事務椅子(2) ・丸椅子 ・キーケース 

事務室 ・事務机(9) ・脇机(3) ・椅子(15) ・長机 

・パソコン(1) ・プリンター(1)・電話機 ・子機 

・ＦＡＸ付電話機 ・保管庫(8) ・火災受信設備一式 

・放送設備一式 ・機械警備設備一式 ・耐火金庫 

管理人室 ・風呂 ・トイレ ・洗面台 ・洗濯機 ・乾燥機 

・電子レンジ ・冷蔵庫 ・流し台 ・ガスレンジ 

・テーブル ・椅子(2) ・ロッカー９人分 

・テレビ ・ビデオデッキ 

ホール ・傘立(3) ・展示パネル(6) ・本山マップ 

・パンフレットスタンド ・振り子時計 ・車椅子(2) 

・案内板 ・テレビ ・テーブル(2) ・椅子(8) 

・長椅子(3) 

１階トイレ 〈男性用、女性用、障がい者用〉 ・掃除道具一式 

レストラン、売店 ・カウンターテーブル ・食堂机(12) ・椅子(57) 

・ジュニア椅子(8) ・座卓(2) ・厨房内備品一式 

大研修室 ・長机(47) ・椅子(210) ・簡易ステージ(2) 

・ピアノ ・白板 ・演台 ・花台 ・演壇 

・放送・映像設備一式 

研修室１ ・長机(12) ・椅子(38) ・演台 ・白板 ・流し台 

・テレビ ・ビデオデッキ ・ＤＶＤ／ＣＤプレーヤー 

研修室２ ・長机(12) ・座椅子(7) ・座布団 ・下駄箱 ・白板  

・流し台 ・電気ポット(2) ・囲碁セット(15) 

調理実習室 ・調理台(5) ・食器戸棚(6) ・グリル ・冷蔵庫 

・電子レンジ(3) ・電気炊飯器(5) ・ハンドミキサー(3) 

・ファイバーミキサー(5) ・丸椅子(34) ・食器類 

下足室 

 

・カウンターテーブル ・椅子(2) ・下足箱 ・保管庫 

・券売機(2) ・タオル入れ(2) ・コインカウンター 

倉庫１ ・ポリシャー一式 ・掃除機(2) ・扇風機 ・脚立 

・電気ストーブ ・台車 

倉庫２ ・印刷機 ・展示パネル(14) ・展示パネル用台車(2) 

・脚立  

倉庫３ ・台車 

倉庫４ ・高圧洗浄機 ・発電機 ・スチームクリーナー ・草刈機 

・一輪車(2) ・はしご(2) ・ウオータークーラー(2) 

・集会用テント 

機械室 ・温泉システム ・浄化槽装置 ・脚立 

電気室 ・キュービクル ・自家発電装置 
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施  設 付 属 設 備 

宿泊室（洋室）４部屋 

 

・ベッド(2) ・エキストラベッド(2) ・テーブル 

・掃除機 ・布団一式 

宿泊室（和室）７部屋 ・座卓 ・テレビ ・掃除機 ・布団一式 

洗面洗濯室 ・洗濯機(4) ・乾燥機(4) ・洗面台 

２階トイレ（１） 〈男性用、女性用、障がい者用〉 

２階トイレ（２） 〈男性用、女性用〉 

談話室 ・テレビ ・ビデオデッキ ・長机(9) ・座卓 

・車椅子(2) 

休憩室 ・流し台 ・新聞掛け ・コインロッカー 

・長机(23) ・座布団 

休憩コーナー ・応接セット(2) ・花台 ・アームレスチェア(9) 

・テレビ 

自販機置場 ・専用分電盤 

ラウンジ ・長椅子(3) 

男性浴室 ・冷温水器 ・椅子(12) ・ロッカー ・壁掛け扇風機 

・ヘアードライヤー(2) 

・トロン温泉 ・トロンサウナ ・露天風呂 

女性浴室 ・冷温水器 ・椅子(14) ・ロッカー ・壁掛け扇風機 

・ヘアードライヤー(4) ・除湿機 ・ベビーベット 

・トロン温泉 ・トロンサウナ ・露天風呂 

倉庫６ ・高温高圧洗浄機(2) ・掃除機 ・扇風機 

倉庫７ ・椅子(3) ・布団類一式 

ペントハウス階 ・放送施設 

外周り、その他 ・自転車置場 ・ＬＰＧボンベ庫 ・ゴミ置場 

・旗掲揚ポール ・木製デッキ ・足洗場 ・散水栓 

・避難器具装置緩降機(3) ・浄化槽 ・植栽 

・消火栓(9) 
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リ ス ク 分 担 表 
 

 
種 類 

 
内   容 

負担者  

市 指定管理者 

物価変動  人件費、物件費等物価変動に伴う経費の増 
 

○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増 
 

○ 

周辺地域・住民 
及び施設利用
者への対応 

 地域との協調  ○ 

施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設 

利用者からの反対、訴訟、要望、苦情への対応 

 
○ 

 上記以外 ○  

法令の変更 
 施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○  

 指定管理者に影響を及ぼす法令変更  ○ 

税制度の変更 

  

施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○  

 一般的な税制変更  ○ 

事業中止･変更 

 市の指示、議会の不承認等による事業の中止･延期 

 など（予算案の不承認、政策変更等） 

   

○ 
 

上記以外の事由による事業の中止・延期など 

(不可抗力を除く) 

 
○ 

業務内容変更 
市の指示による業務内容の変更によるもの ○  

上記以外の要因による業務内容の変更  ○ 

運営リスク 

施設・設備・備品の不備及び劣化による事故、 

火災等に伴う施設、設備の修復の経費及び臨時 

休館に伴う損害（不可抗力※を含む） 

両者の協議により、

経費及び損害額を 

算定し、負担割合 

を決める。 

 

 

書類の誤り 
 

仕様書等市が責任を持つ書類の誤りによるもの 
○ 

 

 事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤り 

によるもの 

 

 ○ 

 

※不可抗力…暴風、豪雨、洪水、地震、地盤沈下、暴動その他市または指定管

理者のいずれの責めにも帰すことのできない自然的または人為的な現象 
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リ ス ク 分 担 表 

種 類  内   容 
負担者 

市 指定管理者 

資金調達 

  

市の指定管理者に対する経費の支払い遅延に
よって生じた事由 ○  

指定管理者の業者に対する経費の支払い遅延
によって生じた事由  ○ 

施設・設備の損傷 

経年劣化によるもので、極めて小規模なもの 

（１件１０万円以内）  
〇 

経年劣化によるもので、上記以外のもの 〇  

損害賠償 

第三者に対

しての損害 

管理者として注意義務を怠ったこ

とにより損害を与えた場合 

 

 〇 

上記以外の理由により損害を与え

た場合 

 

〇 

 

第三者から

の施設・設備

・資料の損害 

管理者として注意義務を怠ったこ

とによるもの 

 

 〇 

上記以外の事由により損害を受け

た場合（１件１０万円以内） 
 〇 

上記以外の場合 〇  

 

維持管理費 

 

市の指示による維持管理費の増大 

 
 

○ 

 

 

 

市の指示以外の要因による維持管理費の増大  ○ 

許 認 可 

事業実施にあたり市が取得すべき許認可の 

遅延・失効など 
○ 

 

事業実施にあたり指定管理者が取得すべき
許認可の遅延・失効など 

  

○ 

セキュリティ 警備不備による情報漏洩、犯罪発生 
   ○ 
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リ ス ク 分 担 表 

種 類  内   容 
負担者 

市 指定管理者 

利用者数の変動 利用者数の変動による収入の変動 
  

○ 

事 業 評 価  事業内容が市の要求する水準に達しない 
   ○ 

事業終了時の 

費用 

 

 指定管理業務の期間が終了した場合又は期間 

途中における業務を廃止した場合における 

事業者の撤収費用 

 

 

 
○ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











施設の設置目的と市の示した管理運営方針を大変良く理解している。 3

施設の設置目的と市の示した管理運営方針を良く理解している。 2

施設の設置目的と市の示した管理運営方針を理解している。 1

施設の設置目的と市の示した管理運営方針をあまり理解していない。 0

応募動機と市の管理運営方針との整合性が十分取れており、事業への意欲・熱意が非常に高い。 3

応募動機と市の管理運営方針との整合性が取れており、事業への意欲・熱意が高い。 2

応募動機と市の管理運営方針との整合性が不十分だが、事業への意欲・熱意はある。 1

応募動機と市の管理運営方針との整合性が取れておらず、事業への意欲・熱意があまりない。 0

Ⅱ　安定的な運営が可能となる基盤について（６点満点）

過去２年以上の活動実績があり、定款等もあって、収支報告も適正にされている法人・団体 2

過去の活動実績が２年未満で定款等がある法人・団体 1

活動実績や定款がなく、収支報告がされていない法人・団体 0

過去２年間、適正に財務処理されており、債務超過がなく、リスクに耐えうる良好な財務状況にある
と認められる。

2

過去の実績から判別できないが、諸条件から適切な財務状況にあると推測される。 1

財務状況に重大な懸念がある、又は債務超過であるなど安定経営に疑問がある。 0

社会教育施設の指定管理実績がある団体 2

社会教育施設以外の公共施設の指定管理実績がある団体 1

公共施設の指定管理実績がない団体 0

平等に取扱う具体的な方策が記載されており、実現性が高い。 2

平等に取扱う具体的な方策に関する記載はないが、ヒアリングで確認できた。 1

平等に取扱う具体的な方策がなく、ヒアリングでも確認できなかった。 0

アンケート等のモニタリング調査を積極的に行う計画があり、要望・意見を運営に反映させる考えがある。 2

利用者から要望や意見があれば、運営に反映させる考えがある。 1

利用者からの要望や意見に対する具体的な記載がなく、ヒアリングでも対応策を確認できなかった。 0

苦情やトラブルに対する詳細な対応策、未然防止策に関する記載があり、実現性が高い。 2

苦情やトラブルに対する詳細な対応策、未然防止策に関する記載はないが、ヒアリングで確認できた。 1

苦情やトラブルに対する詳細な対応策、未然防止策に関する記載はなく、ヒアリングでも確認できなかった。 0

①施設の設置目的及び管理運営方針の理解（３点満点）

＊審査基準の要点　施設の設置目的及び市の示した管理運営方針に対する応募者の理解の程度を提出書類の記載内
容、プレゼン及びヒアリングから判断します。
　仕様書P.２ ３【指定管理者が行う管理に関する基本的な考え方】～P.11　１７【その他】
　※P８一行目「②　地域交流等を通じた地域活性化事業の実施」として、周辺の公共施設との連携についても着眼すること。

配点

＊審査基準の要点　　応募の動機が市の管理運営方針と整合しているか、事業の指定を受ける期間、責任を果たしていく
意欲・熱意があるかを提出された事業計画書の記載内容、プレゼン及びヒアリングから判断します。
　仕様書P.２　３【指定管理者が行う管理運営に関する基本的な考え方】、P.３　５【管理運営に関する基準】

＊審査基準の要点　　安定した運営を行うことのできる基盤を持った団体であるか、提出書類の記載内容、登記事項証明
書・定款等の添付書類、団体の活動実績から判断します。
　募集要項P.５　６（３）【応募の資格及び要件に関する書類】、（４）【団体等の定款、…これらに類する書類】

＊審査基準の要点　　財務状況が健全であるか、提出書類の記載内容、登記事項証明書・市税等の滞納がないことの証明
書等の添付書類から判断します。
　募集要項P.５　６（３）④【市税等の公金の滞納がない…】、（４）【団体等の定款、…これらに類する書類】

審　査　基　準

①団体の活動状況（２点満点）

②団体の財務状況（２点満点）

きらら交流館指定管理者審査基準表

＊審査基準の要点　　苦情やトラブルへの対処、未然防止策にかかる応募者の認識の程度を、提出書類の記載内容、プレ
ゼン及びヒアリングから判断します。　仕様書P.６　7（３）【接客業務】、Ｐ．7　7（５）【危機管理業務】

Ⅰ　公の施設の設置目的と市が示した管理運営方針の理解と整合性について（６点満点）

②応募の動機・意欲・熱意・整合性（３点満点）

審査項目

①利用の平等性（２点満点）

＊審査基準の要点　　公の施設の利用の申込みや許可の利用者間の平等な取扱いの確保に関する応募者の認識の程度
を提出書類の記載内容、プレゼン及びヒアリングから判断します。
　募集要項P.4　３（１）【関係法令の遵守…】、仕様書P.４　５（６）【使用の制限】、（７）【施設の使用許可】

Ⅲ　利用者対応・サービス向上策等について（１８点満点）

③トラブル未然防止（２点満点）

③類似施設の運営経験（２点満点）

＊審査基準の要点　　応募団体の類似施設運営実績から判断します。

＊審査基準の要点　　要望や意見をどのような方法で把握し、運営に反映していくのかを、提出書類の記載内容、プレゼン
及びヒアリングから判断します。
　仕様書P.6　7（４）【誘客宣伝業務】

②利用者の要望・意見への対処（２点満点）

富士商
株式会社

1



配点審　査　基　準審査項目
富士商
株式会社

施設の運営に対する熱意が非常に高い。 3

施設の運営に対する熱意が高い。 2

施設の運営に対する熱意がある。 1

施設の運営に対する熱意がない。 0

非常に魅力ある講座等を提案しており、実現性が高い。 3

魅力ある講座等を提案しており、実現性がある。 2

講座の提案はあるが、魅力や実現性に乏しい。 1

講座等の提案がない。 0

条例や仕様書に示した基準を理解しており、利用者のニーズに対応できる。 2

使用許可の判断や手続きに関する記載はないが、基準を理解していることをヒアリングで確認できた。 1

条例や仕様書に示した基準に対する理解が不十分で、利用者のニーズに対応できない。 0

広報費用を抑えつつ十分な効果が見込める提案となっている。 2

広報費用はかかるが、効果が見込める提案となっている。 1

広報に関する具体的な提案がなく、効果も見込めない。 0

個人情報の保護について、指針の作成など具体的かつ効果的な対策に関する記載がある。 2

個人情報の保護について、効果的な対策に関する記載がある。 1

個人情報の保護について、記載がない。対策を考えていない。 0

法令を遵守した点検、修繕計画、保守管理・修繕に必要な資格者の配置等について詳細な記載が
あり、市の示した仕様以上の管理体制である。

3

法令を遵守した点検、修繕計画、保守管理・修繕に必要な資格者の配置等について記載があり、市
の示した仕様に沿った管理体制である。

2

法令を遵守した点検、修繕計画、保守管理・修繕に必要な資格者の配置等について具体的な記載
はないが、ヒアリングで確認できた。

1

法令を遵守した点検、修繕計画、保守管理・修繕に必要な資格者の配置等について具体的な記載
がなく、ヒアリングでも確認できなかった。

0

具体的な根拠をもって、事業計画に基づき綿密に収支を分析し、積算している。 3

事業計画に基づき収支を分析し、積算をしており、赤字になる可能性は低い。 2

収支の分析・積算に曖昧な点があり、赤字の可能性がある。 1

根拠がなく、または希望的観測で積算しており、実現性がない。 0

指定管理料の提示額が４，３３０万４，０００円未満。 3

指定管理料の提示額が４，３３０万４，０００円以上４，８７１万７，０００円未満。 2

指定管理料の提示額が４，８７１万７，０００円以上５，４１３万０，２６４円未満。 1

指定管理料の提示額が５，４１３万２６４円（市が示した基準額） 0

指定管理料の提示額が５，４１３万２６５円以上５，９５４万３，０００円未満。 -1

指定管理料の提示額が５，９５４万３，０００円以上で６，４９５万６，０００円未満。 -2

指定管理料の提示額が６，４９５万６，０００円以上。 -3

①収支計画の妥当性（３点満点）

⑧個人情報の保護対策（プライバシーポリシー）と情報開示（２点満点）

⑥施設及び設備の使用許可について（２点満点）

⑤講座の運営について　（３点満点）

＊審査基準の要点　　施設（宿泊室、研修室、入浴施設、レストラン）の運営に対し熱意があるか、提出書類の記載内容、プ
レゼン及びヒアリングから判断します。　募集要項P.5　6（２）【事業計画書】

＊審査基準の要点　　使用許可の判断や手続きが条例や仕様書に示した基準に照らして適正であるか、提出書類の記載
内容、プレゼン及びヒアリングから判断します。（使用許可の条件や、利用料の減免について理解しているかなど）　条例、
応募要項P.5　6（２）【事業計画書】、仕様書P.４　5（６）【使用の制限】、（７）【施設の使用許可】、P.６　7（２）【施設及び附属
設備の使用許可等】

②指定管理料（３点満点）

＊審査基準の要点　　講座や研修の計画と手法が適正であるか、提出書類の記載内容、プレゼン及びヒアリングから判断し
ます。　募集要項P.5　6（２）【事業計画書】

Ⅴ　施設の管理運営に係る経費の内容について（８点満点）

＊審査基準の要点　　情報セキュリティー対策、情報開示への対応等、情報管理に関する応募者の認識を提出書類の記
載内容、プレゼン及びヒアリングから判断します。　　仕様書P.8　１０【情報の取扱いに関する留意事項】

①維持管理・保守点検管理の適正（３点満点）

⑦広報活動（２点満点）

＊審査基準の要点　　収支計画が適正な算出に基づいて立てられているか、提出書類の記載内容、プレゼン及びヒアリン
グから判断します。（事業計画書との整合性はあるか。その他の事業収入を見込んでいる場合はその具体的内容。利用料
金の値上げはないかなど。）　募集要項P.5　6（２）【事業計画書】、（３）【応募の資格及び要件に関する書類】、仕様書P.7　7
（７）【金銭管理、経理事務】、P８　8【経理】

④施設（宿泊室、研修室、入浴施設、レストラン）の運営について　（３点満点）

Ⅳ　施設の維持管理・保守点検管理の適正について（３点満点）

＊審査基準の要点　　施設・設備・備品の管理、保守点検の計画や方法が、法令や仕様書に示した基準に照らして適正で
あるか、提出書類の記載内容、プレゼン及びヒアリングから判断します。
　募集要項P.5　6（２）【事業計画書】、仕様書P.５　７（１）【施設設備の維持管理】、別紙２【維持管理及び保守業務の基準】

＊審査基準の要点　　指定管理料の提示額で、判別します。　募集要項P.6　７（２）【指定管理料】（２年間合計）※税抜き額

＊審査基準の要点　　広く多数に向けて広報活動を計画しているか。費用対効果は適切かなど、広報活動に関するの提案
内容を提出書類の記載内容、プレゼン及びヒアリングから判断します。　仕様書P.6　7（４）【誘客宣伝業務】

2



配点審　査　基　準審査項目
富士商
株式会社

創意工夫して経費の縮減を図っており、サービスの低下はなく、実現性も高い。 2

経費縮減の実現性は高いが、特定の経費またはサービスの低下などで縮減を図っている。 1

経費縮減の方法に根拠がなく、実現不可能。 0

総括責任者・有資格者・従事者の配置が適正で、円滑な運営を実現するための具体的な配置や勤
務時間が記載されている。

3

総括責任者・有資格者・従事者が適正に配置されている。 2

総括責任者・有資格者・従事者の配置が曖昧で、具体的な配置や勤務時間も記載されていない
が、ヒアリングで確認できた。

1

総括責任者・有資格者・従事者の配置に関する記載がない。 0

研修計画等の内容が的確で、実現性が高い。 2

研修計画等の内容が具体性に欠け、または実現性に乏しい。 1

研修計画等がない。 0

災害時・緊急時の危機管理体制や対応が具体的に記載されており、実現性が高い。 2

災害時・緊急時の危機管理体制や対応に関する記載はあるが、具体性に欠ける。 1

災害時・緊急時の危機管理体制や対応が適切でない。 0

法令遵守に関する記載があり、内容が適切である。 2

法令遵守に関する記載はないが、ヒアリングで確認できた。 1

法令遵守に関する記載がなく、ヒアリングでも確認できなかった。 0

得
点
合
計

＊審査基準の要点　　災害・緊急対応に対する応募者の認識を判断します。（体験時の事故に対応できる保険加入を考え
ているかなど）　仕様書P.２　３（２）④【利用者の安全を確保し、…危機管理を徹底する】、P.７　7（５）【危機管理業務】

＊審査基準の要点　　研修体制が適正であるか、提出書類の記載内容、プレゼン及びヒアリングからその程度を判断しま
す。　仕様書P.5　６（４）【従事者の心得】、（5）【従事者についての留意事項】、P.６　7（３）【接客業務】

＊審査基準の要点　　経費縮減に係る提案について審査します。（極端に人件費を抑制していないか。単に｢使わない」こと
で経費縮減を図っていないかなど。）　仕様書P.８ ８【経理】

①組織体制、人員配置、有資格者の確保及び雇用計画（３点満点）

②指導育成・研修体制の妥当性（２点満点）

Ⅵ　施設の管理運営に係る組織体制について（９点満点）

＊審査基準の要点　　組織体制等が適正であるか、提出書類の記載内容、プレゼン及びヒアリングから判断します。　募集
要項P.5　6（２）⑤【管理運営体制】、仕様書P.４　６【管理運営に必要な体制づくり】

＊審査基準の要点　　コンプライアンス（条例・税法・労働法・協定事項）に対する応募者の認識を判断します。　仕様書P.３
４【法令の遵守】、５【管理運営に関する基準】、P.６　7（２）【施設及び附属設備の使用許可等】

④法令遵守の適正（コンプライアンス）（２点満点）

③災害時・緊急時の危機管理体制・対応（２点満点）

③経費縮減策の実現性（２点満点）
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